
平成 ２９ 年 ３ 月

平成 ２９ 年度 平成 ３８ 年度

１．事業概要

（１）

① 施　設

② 使　用　料

3,100 円 3,399 円

3,100 円 3,369 円

3,100 円 3,336 円

法適（全部適用・一部適用）

非 適 の 区 分

非適用

（平成３０年４月　法適用予定）

七尾市下水道事業経営戦略

平成６年度（供用開始後　２２年）

　石川県七尾市

　特定環境保全公共下水道事業

事業の現況

供 用 開 始 年 度

（ 供 用 開 始 後 年 数 ）

団 体 名 ：

事 業 名 ：

策 定 日 ：

流 域 下 水 道 等 へ の

接 続 の 有 無

２２．９人／ｈａ

４施設

無し

処 理 区 数 ４処理区

広域化・共同化・最適化

実施状況*1

平成２８年度から農業集落排水事業の処理区の統合（平成３０年４月統合）に取り組んでいます。

　　　【廃止処理区】　　　　　　　　　　　　　　　　【統合処理区】

　①農業集落排水事業　　西杉・高田処理区　　→　　特定環境保全公共下水道事業　　田鶴浜処理区

　②農業集落排水事業　　谷内処理区　　　　　→　　特定環境保全公共下水道事業　　中島処理区

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。

*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。

～計 画 期 間 ：

処 理 区 域 内 人 口 密 度

処 理 場 数

*1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、公共下水道への接続を指す。

　　 「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための

計画に基づき実施する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合

等）を指す。

　　 「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること

（処理区の統廃合を含む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

条 例 上 の 使 用 料 *2

（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

平成25年度

実 質 的 な 使 用 料 *3

（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

平成25年度

平成26年度 平成26年度

平成27年度 平成27年度

一般家庭用使用料体系の

概 要 ・ 考 え 方

基本料金　500円／月

従量料金　　１㎥から　１０㎥まで：１㎥につき100円

　　　　　１０㎥を超え５０㎥まで：１㎥につき160円

　　　　　５０㎥を超えるもの　　：１㎥につき180円

※消費税別（以下、同じ）

業 務 用 使 用 料 体 系 の

概 要 ・ 考 え 方

浴場は、以下のとおり　※浴場以外は、一般家庭と同じ。

基本料金　500円／月

従量料金　１㎥から：１㎥につき200円

その他の使用料体系の

概 要 ・ 考 え 方

一時使用時

基本料金　１０㎥まで　　　　：2,000円

超過料金　１０㎥を超えるもの：１㎥につき200円



③ 組　織

（２）民 間 活 力 の 活 用 等

（３）経営比較分析表を活用した現状分析

事 業 運 営 組 織

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ

　該当事項なし。

　該当事項なし。

 イ　指定管理者制度

　処理場やマンホールポンプ場の保守管理業務、各種設備点検業務、マン

ホールポンプ場や管渠の清掃業務及び脱水汚泥の運搬・処分業務を委託し

ています。

民 間 活 用 の 状 況

　平成２７年度決算における「経営比較分析表」を添付しています。

　経営比較分析表は、経営及び施設の状況を表す経営指標により、経年比較や類似団体との比較を行い、経営の現状や課題を的確かつ簡明に把握す

ることができるものです。

職 員 数

下水道事業　１２名　　総務グループ　　３名

　　　　　　　　　　　建設グループ　　５名

　　　　　　　　　　　管理グループ　　４名

　当該事業では、２名分の費用を負担しています。

　建設部上下水道課

　・　平成２５年度から水道事業とともに料金の窓口業務や収納業務等を民間委託し、人員（費用）の削減を

　　行っています。

　・　平成２７年度から課の組織統合により人員（費用）の削減を行っています。

　該当事項なし。

　該当事項なし。

資 産 活 用 の 状 況

 ア　民間委託

　　　（包括的民間委託を含む）

 ア　エネルギー利用

　　（下水熱・下水汚泥・発電等）*4

 イ　土地・施設等利用

　　（未利用土地・施設の活用等）*5

*4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。

*5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。



２．経営の基本方針

３．投資・財政計画（収支計画）

（１）投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り

※ 赤字がある場合には（３）において、その解消方法が示されていることが必要

① 収支計画のうち投資についての説明

②　収支計画のうち財源についての説明

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

【財源の目標に関する事項】

　自己財源である使用料収入等と一般会計繰入金（基準内）により建設改良費以外の財源が賄われることを目標としています。

【使用料収入の見通し、使用料の見直しに関する事項】

　農業集落排水事業との統合による使用料収入の増加が見込まれますが、人口減少に伴う有収水量の減少により使用料収入は減少傾向で推移してい

く見通しです。なお、計画期間中の使用料の見直しは考慮していません。

【企業債に関する事項】

　更新事業や統廃合事業については、補助金以外の財源に下水道事業債を充当するものとし、地方債償還費の財源としている資本費平準化債につい

ては、地方債償還額や固定資産情報による減価償却費により算出した発行可能額での借入れを計画しています。

【繰入金に関する事項】

　一般会計からの繰入金については、基準内繰入額を基本として計画しています。

【資産の有効活用に関する事項】

　活用対象資産がないため活用計画はありません。

【職員給与費に関する事項】

　現状では業務量等から職員の減員等は見込めないため、直近の費用ベースで計画しています。

【動力費、薬品費に関する事項】

　農業集落排水事業との統合による費用の増加を見込んでいます。なお、統合による影響を除くと汚水処理水量は減少傾向にあるが、費用への影響

がほとんどないため、処理水量の減少による費用への影響は見込んでいません。

【修繕費に関する事項】

　近年の実績値により計上しています。

【委託費に関する事項】

　農業集落排水事業との統合による費用の増加を見込んでいます。統合にかかる業務委託以外については、実績値において費用の変動幅が小さいた

め、直近の額で固定して計上しています。

【その他】

　上記以外の費用（各種手数料など）は、農業集落排水事業との統合による費用の増加を見込むほか、統合にかかるもの以外は、近年ほぼ一定であ

るため、実績値により費用を固定して計上しています。

【投資の目標に関する事項】

　整備は、平成１６年度で完了しており、新規拡張等の整備計画はないが、老朽化により必要となる設備等の更新については、適切な更新計画によ

り事業の効率化や費用の平準化を図り、計画的に実施します。

【管渠、処理場等の建設・更新に関する事項】

　耐用年数を超過する処理場やマンホールポンプ場の機械設備の更新を供用開始後２０年を目途に計画し、費用を計上しています。なお、管渠につ

いては、収支計画期間中に耐用年数を超過するものはないため更新費用は計上していません。

【広域化、共同化、最適化に関する事項】

　平成２８年度から農業集落排水事業の処理区との統合を進めており、計画期間である平成３８年度までに６処理区の統廃合を計画し、費用を計上

しています。

【投資の平準化に関する事項】

　統廃合事業は、事業期間３年で２処理区ずつ実施するよう計画し、費用を平準化しています。また、更新事業は、更新需要を適切に把握、反映し

た更新計画により計画的に実施することで、事業の効率化や費用の平準化を図ります。

【防災・安全対策に関する事項】

　更新事業に合わせて処理場の躯体等の耐震補強を計画しています。

１．適切な事業計画の策定と推進

　（１）整備事業

　　　①　未普及地域の解消に向け、公共下水道事業における整備は、浄化槽整備との２重エリアの設定などにより早期の概成を目指します。

　　　②　雨水事業計画の見直しにより投資規模の適正化を図ります。

　（２）更新事業

　　　①　施設の更新需要を適切に把握し、事業の効率化や費用の平準化を図った更新・長寿命化計画により下水道の機能維持に努めます。

　　　②　将来的な汚水処理状況を考慮し、施設規模や機器能力の適正化によりダウンサイジングを行い、更新費用や維持管理費等のライフ

　　　　サイクルコストの縮減を行います。

２．経営基盤の強化

　（１）事業の効率化と適正化

　　　①　ストックマネジメントにより施設を計画的かつ効果的に管理することで、管理費の平準化や削減に努めます。

　　　②　処理区の統廃合や集合処理方式から個別処理方式への転換などの最適化事業を推進し、処理場等のランニングコストや更新費用の

　　　　削減を行います。

　　　③　性能発注方式等による包括的民間委託により維持管理費の縮減を検討します。

　（２）収入の確保

　　　①　接続率（水洗化率）の向上

　　　　　　未接続世帯への戸別訪問や排水設備工事費補助制度や利子補給制度の活用促進により、早期の接続を促し、接続率の向上に努め

　　　　　ます。

　　　②　収納率の向上

　　　　　　大口滞納者への収納業務を強化し、収納率の向上及び安定的な使用料収入の確保に努めます。

　　　③　料金体系の見直し

　　　　　　事業運営に必要な経費を適正に把握し、経営の健全化、安定化のために必要な料金水準を定期的に検討します。

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明



（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　今後の投資についての考え方・検討状況

*　処理区ごとに考え方が異なる場合は、処理区ごとに記載すること

②　今後の財源についての考え方・検討状況

③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

４．経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

民間活力の活用に関する事項

（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者

制度、PPP/PFIなど）

　施設の運営管理業務委託において、性能発注方式等による包括的民間委託により維持管理

費の縮減を検討します。

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、

更 新 等 に 関 す る 事 項

　毎年度、定期に進捗管理（モニタリング）を行い、少なくとも５年ごとに見直し（ローリング）を行

います。

　なお、地方公営企業法の適用を予定していることから、法適用後においては、速やかに法的用企業版

への更新を予定しています。

職員給与費に関する事項

　管理上、人員の削減は見込めないことから、現体制（人員）を維持するものとします。

動力費に関する事項

　人口減少等により汚水の流入量や処理水量は減少する見通しであることから、処理場やマ

ンホールポンプ場の機器のダウンサイジングにより費用の削減や効率化を図ります。

修繕費に関する事項

　更新事業との関連性を考慮した修繕計画により、費用の削減や平準化を図ります。

委託費に関する事項

　他の事業（農業集落排水事業等）との一体的な保守管理業務委託や包括的民間委託によ

り、更なる費用の削減を検討します。

その他の取組

　該当事項なし。

薬品費に関する事項

　他の事業との一括発注により、費用の削減を図ります。

 （１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場

合には、赤字の解消に向けた取組の方向性、検討体制・スケジュールや必要に応じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載

すること。

*　（１）において黒字の場合においても、投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組に

ついて、その内容等を記載すること。

資産活用による収入増加

の取組について

その他の取組

　更新事業の財源については、補助事業の活用や交付税措置において有利な起債を活用する

ことを検討します。

　該当事項なし。

　※ 活用可能資産なし。

　定期的に事業運営に必要な経費を適正に把握し、経営の健全化、安定化のために必要な料

金水準の検討を行います。

使用料の見直しに関する事項

　該当事項なし。

　該当事項なし。

　資産情報により更新需要を適切に把握し、施設の長寿命化及び更新費用の平準化に取り組

みます。

　処理場への汚水の流入状況や地理的な環境を考慮し、隣接する処理区との統廃合による最

適化事業を計画的に進めます。

広域化・共同化・最適化に関する事項

その他の取組

民間活力の活用に関する事項

（PPP/PFIなど）

投資の平準化に関する事項



グラフ凡例グラフ凡例グラフ凡例グラフ凡例

当該団体値（当該値）当該団体値（当該値）当該団体値（当該値）当該団体値（当該値）

類似団体平均値（平均値）類似団体平均値（平均値）類似団体平均値（平均値）類似団体平均値（平均値）

平成27年度全国平均平成27年度全国平均平成27年度全国平均平成27年度全国平均

分析欄分析欄分析欄分析欄

1. 経営の健全性・効率性1. 経営の健全性・効率性1. 経営の健全性・効率性1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について1. 経営の健全性・効率性について1. 経営の健全性・効率性について1. 経営の健全性・効率性について

　人口減少により有収水量が減少し、使用料収入が

減少していることや、地方債の元利償還金が平成３

３年度をピークに増加していることから使用料収入

等の収益に対する元利償還費の比率が高く、①収益

的収支比率は、低い状況にある。

　④企業債残高対事業規模比率は、起債の償還とと

もに低下傾向にあるが、使用料収入に対し整備事業

に要した地方債の残高が大きいことから類似団体と

比較すると高い状況にある。

　⑤経費回収率が低く、⑥汚水処理原価が高いこと

については、汚水処理にかかる資本費である地方債

の元利償還費が使用料収入や有収水量と比較し大き

いことが要因である。

　⑦施設利用率は、人口減少による有収水量の減少

により減少傾向にあり、類似団体と比べ低い状況に

ある。

　⑧水洗化率は、新規接続等により増加しており、

類似団体と比べ高い。

「単年度の収支」「単年度の収支」「単年度の収支」「単年度の収支」 「累積欠損」「累積欠損」「累積欠損」「累積欠損」 「支払能力」「支払能力」「支払能力」「支払能力」 「債務残高」「債務残高」「債務残高」「債務残高」

－－－－

- 該当数値なし 9.98 89.31 3,348 5,490 2.40 2,287.50 【】【】【】【】

173.98 ■■■■

資金不足比率(％)資金不足比率(％)資金不足比率(％)資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％)自己資本構成比率(％)自己資本構成比率(％)自己資本構成比率(％) 普及率(％)普及率(％)普及率(％)普及率(％) 有収率(％)有収率(％)有収率(％)有収率(％)
1か月20ｍ1か月20ｍ1か月20ｍ1か月20ｍ

3333

当たり家庭料金(円)当たり家庭料金(円)当たり家庭料金(円)当たり家庭料金(円)
処理区域内人口(人)処理区域内人口(人)処理区域内人口(人)処理区域内人口(人) 処理区域面積(km処理区域面積(km処理区域面積(km処理区域面積(km

2222

)))) 処理区域内人口密度(人/km処理区域内人口密度(人/km処理区域内人口密度(人/km処理区域内人口密度(人/km

2222

))))

法非適用 下水道事業 特定環境保全公共下水道 D2 55,382 318.32

経営比較分析表経営比較分析表経営比較分析表経営比較分析表

石川県　七尾市石川県　七尾市石川県　七尾市石川県　七尾市

業務名業務名業務名業務名 業種名業種名業種名業種名 事業名事業名事業名事業名 類似団体区分類似団体区分類似団体区分類似団体区分 人口（人）人口（人）人口（人）人口（人） 面積(km面積(km面積(km面積(km

2222

)))) 人口密度(人/km人口密度(人/km人口密度(人/km人口密度(人/km

2222

))))
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H23 H24 H25 H26 H27

当該値 41.16 39.31 37.25 34.77 32.72

平均値

①収益的収支比率①収益的収支比率①収益的収支比率①収益的収支比率((((％％％％))))
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平均値

0.00

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

3,000.00

3,500.00

4,000.00

4,500.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 4,032.61 4,180.21 3,990.14 3,991.18 3,935.86

平均値 1,764.87 1,622.51 1,569.13 1,436.00 1,434.89

②累積欠損金比率②累積欠損金比率②累積欠損金比率②累積欠損金比率((((％％％％)))) ③流動比率③流動比率③流動比率③流動比率((((％％％％)))) ④企業債残高対事業規模比率④企業債残高対事業規模比率④企業債残高対事業規模比率④企業債残高対事業規模比率((((％％％％))))

⑤経費回収率⑤経費回収率⑤経費回収率⑤経費回収率((((％％％％)))) ⑥汚水処理原価⑥汚水処理原価⑥汚水処理原価⑥汚水処理原価((((円円円円)))) ⑦施設利用率⑦施設利用率⑦施設利用率⑦施設利用率((((％％％％)))) ⑧水洗化率⑧水洗化率⑧水洗化率⑧水洗化率((((％％％％))))

【1,457.06】

【81.28】【40.31】【250.25】【64.73】

該当数値なし該当数値なし該当数値なし該当数値なし 該当数値なし該当数値なし該当数値なし該当数値なし

全体総括全体総括全体総括全体総括

　更なる水洗化率、収納率の向上により料金収入の

確保に努め、処理区に隣接する農業集落排水事業な

ど他の事業との処理区の統合を行い、施設利用率を

上げることにより経費回収率の向上や汚水処理原価

の低下を図る。

　管渠や処理場等の更新事業については、将来的な

処理水量等を適切に把握し、施設規模の見直しなど

により更新費用の削減を図る。また、更新需要を適

切に反映させた更新計画を計画的に実施しすること

で費用の平準化を図り、経営の健全化に努める。

「施設全体の減価償却の状況」「施設全体の減価償却の状況」「施設全体の減価償却の状況」「施設全体の減価償却の状況」 「管渠の経年化の状況」「管渠の経年化の状況」「管渠の経年化の状況」「管渠の経年化の状況」 「管渠の更新投資・老朽化対策の実施状況」「管渠の更新投資・老朽化対策の実施状況」「管渠の更新投資・老朽化対策の実施状況」「管渠の更新投資・老朽化対策の実施状況」

2. 老朽化の状況について2. 老朽化の状況について2. 老朽化の状況について2. 老朽化の状況について

　管渠は、更新工事を必要とする老朽化は見られな

いが、マンホールポンプは、処理場近くの稼働率の

高いポンプ等で修繕や更新を行っている。

　処理場は、機械設備や電気設備の老朽化に伴い更

新が必要な状況にあり、長寿命化計画に基づき順次

対応している。

　今後、腐食が発生しやすいヒューム管等の管渠の

更新費用の増加が見込まれる。

「料金水準の適切性」「料金水準の適切性」「料金水準の適切性」「料金水準の適切性」 「費用の効率性」「費用の効率性」「費用の効率性」「費用の効率性」 「施設の効率性」「施設の効率性」「施設の効率性」「施設の効率性」 「使用料対象の捕捉」「使用料対象の捕捉」「使用料対象の捕捉」「使用料対象の捕捉」

2. 老朽化の状況2. 老朽化の状況2. 老朽化の状況2. 老朽化の状況
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当該値 629.33 636.30 495.36 521.03 519.65
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34.00

36.00

38.00

40.00

42.00

44.00

46.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 40.72 38.97 37.21 36.80 37.15

平均値 41.59 42.31 43.65 43.58 41.35
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80.00
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86.00

88.00
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92.00

94.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 86.81 87.72 88.41 90.51 92.17

平均値 80.47 81.30 82.20 82.35 82.90

①有形固定資産減価償却率①有形固定資産減価償却率①有形固定資産減価償却率①有形固定資産減価償却率((((％％％％)))) ②管渠老朽化率②管渠老朽化率②管渠老朽化率②管渠老朽化率((((％％％％)))) ③管渠改善率③管渠改善率③管渠改善率③管渠改善率((((％％％％))))

【81.28】【40.31】【250.25】【64.73】

【0.10】

該当数値なし該当数値なし該当数値なし該当数値なし 該当数値なし該当数値なし該当数値なし該当数値なし

※　法適用企業と類似団体区分が同じため、収益的収支比率の類似団体平均等を表示していません。

※　平成23年度から平成25年度における各指標の類似団体平均値は、当時の事業数を基に算出していますが、企業債残高対事業規模比率及び管渠改善率については、平成26年度の事業数を基に類似団体平均値を算出しています。



投資・財政計画（収支計画）

特定環境保全公共下水道 （単位：千円、％）

年　　　　　　度 H26 H27 H28

区 分 （決算） （決算） （決算見込み）

１ (A) 159,247 149,332 141,666 137,169 140,648 133,477 126,050 118,903 115,679 112,310 106,193 102,808 102,549

（１） (B) 94,088 94,642 93,580 93,144 92,395 91,729 90,987 90,811 90,584 90,311 89,995 89,641 89,097

ア 94,088 94,642 93,580 93,144 92,395 91,729 90,987 90,811 90,584 90,311 89,995 89,641 89,097

イ (C) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ウ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（２） 65,159 54,690 48,086 44,025 48,253 41,748 35,063 28,092 25,095 21,999 16,198 13,167 13,452

ア 64,616 54,105 47,325 43,298 47,703 41,198 34,513 27,542 24,545 21,449 15,648 12,617 12,902

イ 543 585 761 727 550 550 550 550 550 550 550 550 550

２ (D) 159,247 149,332 141,666 137,169 140,648 133,477 126,050 118,903 115,679 112,310 106,193 102,808 102,549

（１） 62,955 59,486 59,406 60,751 71,548 71,072 70,545 70,389 74,178 77,463 77,144 78,547 82,478

ア 3,422 2,962 2,570 5,655 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

イ 59,533 56,524 56,836 55,096 65,948 65,472 64,945 64,789 68,578 71,863 71,544 72,947 76,878

（２） 96,292 89,846 82,260 76,418 69,100 62,405 55,505 48,514 41,501 34,847 29,049 24,261 20,071

ア 96,292 89,846 82,260 76,418 69,100 62,405 55,505 48,514 41,501 34,847 29,049 24,261 20,071

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

イ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

３ (E) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

１ (F) 482,653 352,721 374,719 485,696 468,700 513,902 531,416 513,539 515,135 508,498 491,034 480,586 448,599

（１） 173,000 116,200 122,000 166,400 163,000 170,300 173,400 170,300 170,200 170,100 170,000 169,900 169,800

104,400 106,100 95,000 94,400 94,500 94,600 94,700 94,800 94,700 94,600 94,500 94,400 94,300

（２） 213,868 208,078 219,772 234,519 244,200 254,302 265,716 274,739 276,435 269,898 252,534 242,186 210,299

（３） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（４） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（５） 88,659 21,042 29,411 79,400 59,500 87,250 90,300 66,450 66,450 66,450 66,450 66,450 66,450

（６） 6,696 1,899 3,331 3,677 2,000 2,050 2,000 2,050 2,050 2,050 2,050 2,050 2,050

（７） 430 5,502 205 1,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0

２ (G) 482,653 352,721 374,719 485,696 468,700 513,902 531,416 513,539 515,135 508,498 491,034 480,586 448,599

H38H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37

そ の 他

営 業 外 収 益

他 会 計 繰 入 金

そ の 他

収

益

的

支

出

総 費 用

営 業 費 用

職 員 給 与 費

う ち 退 職 手 当

そ の 他

営 業 外 費 用

支 払 利 息

う ち 一 時 借 入 金 利 息

そ の 他

収 支 差 引 (A)-(D)

資

　

本

　

的

　

資

本

的

収

入

資 本 的 収 入

地 方 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 補 助 金

他 会 計 借 入 金

固 定 資 産 売 却 代 金

収

　

益

　

的

　

収

　

支

収

益

的

収

入

総 収 益

営 業 収 益

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

工 事 負 担 金

そ の 他

資 本 的 支 出２ (G) 482,653 352,721 374,719 485,696 468,700 513,902 531,416 513,539 515,135 508,498 491,034 480,586 448,599

（１） 183,862 45,647 64,845 164,079 137,000 172,000 178,000 151,000 151,000 151,000 151,000 151,000 151,000

18,121 3,545 5,089 7,007 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

（２） (H) 298,791 307,074 309,874 321,617 331,700 341,902 353,416 362,539 364,135 357,498 340,034 329,586 297,599

（３） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（４） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（５） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

３ (I) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(J) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(K) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(L) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(M) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(O) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(Q) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(Q)

(B)-(C)

(A)

(D)+(H)

(S) 94,088 94,642 93,580 93,144 92,395 91,729 90,987 90,811 90,584 90,311 89,995 89,641 89,097

（T)

(U)

(V)

(W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(X) 4,266,881 4,076,007 3,888,133 3,732,916 3,564,216 3,392,614 3,212,598 3,020,359 2,826,424 2,639,026 2,468,992 2,309,306 2,181,507

○他会計繰入金

年　　　　　度 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

区 分

64,616 54,105 47,325 43,298 47,703 41,198 34,513 27,542 24,545 21,449 15,648 12,617 12,902

64,616 54,105 47,325 43,298 47,703 41,198 34,513 27,542 24,545 21,449 15,648 12,617 12,902

0

25.63

0

24.11 23.91 23.80 23.78

0 0 00

32.72 31.37 29.90 29.78 28.08 26.29 24.70

0 0 0 0 00

積 立 金

そ の 他

収 支 差 引 (F)-(G)

収 支 再 差 引 (E)+(I)

収

　

支

資

本

的

支

出

資 本 的 支 出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

地 方 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金

他 会 計 へ の 繰 出 金

実 質 収 支 黒 字

(N)-(O) 赤 字

前 年 度 か ら の 繰 越 金

前 年 度 繰 上 充 用 金

形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M)

翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源

赤 字 比 率 （ ×100 ）

収 益 的 収 支 比 率 （ ×100 ）

他 会 計 借 入 金 残 高

地 方 財 政 法 施 行 令 第 16 条 第 １ 項 に よ り 算 定 し た

資 金 の 不 足 額

(R)

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (B)-(C)

地 方 財 政 法 に よ る ((R)/(S)×100)

0

34.77

地 方 債 残 高

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

健全化法施行令第16 条により算定した

健全 化法 施行 規則 第 ６ 条 に 規定 す る

健全化法施行令第17 条により算定した

健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た (（T）/（V）×100)

64,616 54,105 47,325 43,298 47,703 41,198 34,513 27,542 24,545 21,449 15,648 12,617 12,902

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

213,868 208,078 219,772 234,519 244,200 254,302 265,716 274,739 276,435 269,898 252,534 242,186 210,299

9,411 9,552 11,109 11,411 10,344 10,647 10,959 11,283 11,619 7,726 7,232 7,377 7,525

204,457 198,526 208,663 223,108 233,856 243,655 254,757 263,456 264,816 262,172 245,302 234,809 202,774

278,484 262,183 267,097 277,817 291,903 295,500 300,229 302,281 300,980 291,347 268,182 254,803 223,201

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金


